
№ 質 問 事 項 回   答

1

特記仕様書Ｐ4　5.工事用地等に関する事項

特記仕様書Ｐ４　5.工事用地等に関する事項の内容に、敷地を用途以外の理由（資
機材置場等）に使用する場合には敷地の使用料は有償とすると記載されております
が、敷地の使用料（円／㎡）について公表が可能でしたら教えていただけますで
しょうか。

特記仕様書P4 5-1に示すとおり、有償貸与は契約後に別途監督員協議事項とす
ることから、使用料については公表いたしません。

2

特記仕様書Ｐ35　21-14-5施工（３）について

特記仕様書Ｐ35　21-14-5施工　（３）に「根固めブロックの施工は、既設舗装路面
を小型切削機等により撤去した後・・・」と記載されています。ワイヤロープ式防
護柵整備ガイドライン（案）令和２年３月には、舗装版の切断後にはつり作業によ
り既設舗装版を撤去するように記載されています。「小型切削機等」という記載
は、機械や方法を縛るものではないと考えてよろしいでしょうか。

そのとおりお考えください。

3

設計図　交通規制図（２）～（１１）

設計図　交通規制図（２）～（１１）に注意書きにて夜間規制の場合、規制内標識
は外部照明照射又は内照式とすると記載されています。外部照明照射の場合は、特
記仕様書Ｐ10　12貸与品および交通規制図の貸与品一覧に記載されておりません
が、照明機材は貸与されるのでしょうか。貸与されない場合は、外部照明にかかる
費用は交通規制工の費用に含み考えるものなのか、教えていただけますでしょう
か。

規制標識の外部照明照射又は内照式に係る機材は、貸与する交通規制標識類に
含まれます。

4

設計図　交通規制図（４）～（１１）におけるロボットについて

設計図　交通規制図（４）～（１１）に記載されているロボットは、貸与されるも
のか教えていただけますでしょうか。

交通規制図に示すロボットは貸与する交通規制標識類に含まれます。

5

特記仕様書Ｐ37　21－15－2　種別　に記載されている資材置場について

特記仕様書Ｐ37　21－15－2　種別　に記載されている資材置場とは、工事用地（金
田高架下置場）に特定されるものではないと考えてよろしいでしょうか。

そのとおりお考えください。
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